
　経団連が「同一労働同一賃金」で提言

　その影響は？

◆具体案を公表

経団連は、政府が検討を進めている「同一労働同一賃金」に

ついての提言をまとめたそうです。

これによると、法改正にあたっては、日本の雇用慣行や賃金

体系に留意した制度の構築が望ましいとし、国内経済の好循

環を実現するため、正社員化の一層の推進など、非正規労働

者に対する幅広い処遇改善を進める必要性を指摘していると

のことです。

◆提言の骨子

上記提言のポイントは以下の通りです。

○職務給を前提とした欧州型の導入は困難で、日本の雇用慣

行に合わせた仕組みづくりが必要。

○職務内容だけでなく、勤務地や職種の変更といった様々な

要素を総合的に考えて同一労働かどうか評価すべき。

○非正規労働者への賃金制度の説明の充実が必要。

○正社員化や教育訓練の充実など、総合的な処遇改善を進め

るべき。

◆日本の実態に即した制度を

同一労働同一賃金に関しては、欧州各国ではすでに、仕事の

内容に応じて賃金が決まる「職務給」が設定され、広く定着

しています。

しかし日本では、経験や能力に応じた「職能給」や、勤続年

数や年齢に応じた「年齢・勤続給」などで基本給を決めてい

る企業が多数です。

そこで経団連は、「職務内容だけでなく、勤務地や職種の変

更の可能性などを含めた人材活用の仕方など、様々な要素を

総合的に勘案して同一の労働に当たるかどうか評価すること

を基本とすべき」と主張し、日本の実態に即した制度の実現

を求めています。

続で更新しました。4,000件を超えたのは初めてのことです。

相談内容で最も多かったのが、「婚姻や妊娠、出産を理由と

した不利益取扱い」で 2,650 件（前年比 17.7 ポイント増）、

次いで「育児休業での不利益取扱い」が 1,619 件（同 20.8

ポイント増）となっています。

近年、マタハラが社会問題化しており、認知が広がっている

ことも影響しているようです。

◆解釈通達も確認を

妊娠を理由とした降格が男女雇用機会均等法に違反するとし

た 2014 年 10 月の最高裁判決を受け、厚生労働省は「妊娠・

出産・育児休業等の事由を『契機として』不利益取扱いが行

われた場合は、原則として妊娠・出産・育休等を『理由とし

て』不利益取扱いがなされたと解され、法違反」とする通知

を労働局に出しています。

これに関しては、同省から「妊娠・出産・育児休業等を契機

とする不利益取扱いに係るＱ＆Ａ」が出ていますので確認し

ておきましょう。

◆就業規則の確認、防止体制の整備を

冒頭で述べたとおり、厚生労働省の指針案では就業規則等に

「懲戒処分」に関する規定を盛り込むことで、加害者に対し

て厳しく処分することを求めています。

この他にも、マタハラ防止のための周知・啓発や相談体制の

整備、再発防止策などを求めていますので、企業としては、

今一度しっかりと自社の就業規則、マタハラ防止体制などを

確認しておくことが必要です。
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◆政府のガイドラインや法改正への反映も

同一労働同一賃金は、安倍首相が今年１月に「1億総活躍社

会」の柱として打ち出したもので、労働者の約 4割を占める

非正規労働者の処遇を改善し、格差是正や消費拡大につなげ

る狙いがあります。

一方で経済界には、人件費の増加につながるとの警戒感も出

ています。提言では、政府が年内をめどに策定するガイドラ

インについても言及し、「明確に不合理と（各企業の労使が）

認識できる事例を例示すべきだ」として、点検や改善に役立

つ指針の策定を求めています。

政府は、早ければ来年にも労働者派遣法など関連法の改正案

を国会に提出する方針で、今後、厚生労働省の審議会で法制

化に向けた議論に入る予定ですが、経団連は今回の提言を制

度設計に反映するよう求めています。

　就業規則に「懲戒処分」明記も！

　企業に求められる「マタハラ」防止対策

◆就業規則に「マタハラ懲戒」

厚生労働省は、妊娠や出産を理由とした職場における嫌がら

せを意味する「マタニティ・ハラスメント（マタハラ）」の

防止対策の１つとして、企業が対処方針を就業規則などに明

記し、加害者を懲戒処分とすることなどを求める指針案を示

しました。

この指針は今年 3月に成立した改正男女雇用機会均等法など

に基づくもので、来年 1月の施行に合わせて運用が始まる予

定です。

◆マタハラ・育休に関する相談が増加

2015 年度に全国の労働局の雇用均等室に寄せられたマタハ

ラに関する相談件数が 4,762 件となり、過去最多を 2年連
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　　今月の税務と労務の手続

10日

　○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

　　　［郵便局または銀行］

　○　雇用保険被保険者資格取得届の提出

　　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞

　　　［公共職業安定所］

　○　労働保険一括有期事業開始届の提出

　　　＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞

　　　［労働基準監督署］

31日

　○　個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］

　○　個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分＞

　　　［郵便局または銀行］

　○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

　○　日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］

　○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

　　　提出［公共職業安定所］

　○　外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

　　　合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

　　　［公共職業安定所］
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